
                                 契   約   書（案） 

 

 検査試薬の購入について、買受人 群馬県立精神医療センター院長 赤田 卓志朗 を甲とし、売渡人

                           を乙として、次の条項により契約を締結する。

   

 

（契約の対象となる品名等） 

第１条 契約する検査試薬品名並びにその規格、包装単位、販売メーカー、単価、購入予定数量、契

約期間、納入期限並びに納入場所は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 検査試薬名並びに規格、包装単位、販売メーカー、単価及び購入予定数量 

   
 

 

検 査 試 薬 名 規 格 販 売 メ ー カ ー 契 約 単 価 購入予定数量 
 
 
 
     

別 紙 の と お り 

 （２） 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 （３） 納入期限 契約期間内において甲が指定した日 

 （４） 納入場所 群馬県立精神医療センター 検査課 

（物品の納入及び検査） 

第２条 乙は、物品を納入しようとするときは、納品書によりその旨を甲に通知し、甲の指定する検

査員の検査を受けなければならない。 

（代金の請求及び支払） 

第３条 乙は、納入した物品を月ごとに集計し、翌月１０日までに甲に代金の支払請求をするものと

する。 

    消費税額及び地方消費税額は、売買契約の際の数量（売買代金を請求する際の数量）に単価

を乗じて得た金額に法令所定の税率を乗じた金額（円未満の端数は切捨て）とし、甲は乙から

売買代金の請求を受けた際、併せて支払うものとする。 

２ 甲は、前項により請求書を受理したときは、その日から３０日以内に代金を支払うものとする。 

（契約保証金） 

第４条 乙は、契約単価に購入予定数量を乗じて得た合計金額の１００分の１０以上の額を契約保証

   金として納付するものとする。ただし、群馬県病院局財務規程（平成１５年群馬県病院管理規

   程第５号）第１２３条の規定に該当する場合は、納付を免除する。 

（契約変更） 

第５条 契約期間中に著しい物価の変動その他により契約改定の必要があるときは、甲乙両者協議の

うえ改定を行うものとする。 

（契約の解除） 

第６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約を解除することができ

る。 

 （１） 乙の責めに期すべき事由により、契約の履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に契

約を履行する見込みがないとき。 

 （２） 正当な理由がないのに契約の履行に着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。 

 （３） 契約の履行について不正の行為があったとき。 

 （４） 甲の書面による承認を受けずに、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、

又は承継させたとき。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政

令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡するときは、この限

りでない。 

 （５） 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴

力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は役

員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若

しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。）が暴力団対策法第２条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）若しくは暴力団員と社会的に非難される

べき関係を有している者（以下「暴力団員等」という。）であることが判明したとき。 

 （６） 本契約に係る下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等（以下「下請契約等」と

いう。）の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなか

ったとき。 

 （７）その他この契約書の条項に違反したとき。 

 ２ 甲は前項の規定によりこの契約を解除したとき（前項第１号又は第２号に該当する場合にあ
っては、乙の責めに帰すべき理由がある場合に限る。）は、乙に対し違約金として契約単価

に契約予定数量を乗じて得た金額の１０分の１に相当する額の支払いを求めることができる。 

 ３ 甲は第１項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責を負わないも

のとする。 



 

（談合等不正行為があった場合の解除等） 

第７条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、この契約を解除することができ

   る。 

 （１）この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第

   54 号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号に違反したことにより、公正

   取引委員会が乙に対して行う独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置 

   命令（排除措置命令がなされなかった場合は、独占禁止法第７条の２第１項の規定に基づく 

   課徴金納付命令）又は独占禁止法第 85 条第１号の規定による抗告訴訟について請求棄却又は

   訴え却下の判決が確定したとき。 

 （２）この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が刑法（明治４０

年）第９６条の６又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第８９条第１項若し

くは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

 ２ 乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、甲の

請求に基づき契約単価に年間予定数量を乗じて得た金額の１０分の２に相当する額を違約金と

して甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

 ３ 乙が第１項各号に該当することにより甲に損害が生じた場合、当該損害が前項の規定する違約

金を超えなお存在する場合には、甲はその超過額を併せて乙に請求することができるものとする。 

 ４ 前条第３項の規定は、第１項の規定による解除の場合に準用する。 

（違約金等の遅延利息） 

第８条 乙が、第６条第２項、第７条第２項及び第３項に規定する金額を甲の指定する期間内に支払

わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約

の支払遅延防止等に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十六号）第八条第一項の規程に基

づく遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

（契約不適合責任）  
第９条 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以
   下、「契約不適合」という。）であるときは、甲の指定した方法により、乙に対して修補、
   代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求（以下、「追完請求」とい 
   う。）することができる。  
 ２ 甲は、本物品が契約不適合により、本契約の目的が達成できないと判断する場合、前項に
  定める追完の催告を行うことなく、甲の選択により損害賠償の請求及び契約の解除をするこ
  とができる。  
 ３ 甲が契約不適合（数量に関する契約不適合を除く。）を知った時から１年以内にその旨を
  乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、代金の減額の請求、損
  害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合
  を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。  
（暴力団等による不当介入があった場合の届出義務） 

第１０条 乙は、乙又は本契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等から不当介入（不当要求又は

納品等への妨害）を受けた場合は、その旨について、遅滞なく甲への報告及び警察への届出

を行わなければならない。 

（守秘義務） 

第１１条 乙は、本契約に基づいて知り得た甲の秘密を他に開示または漏洩してはならない。 

（個人情報の保護） 

第１２条 個人情報の取扱いに関する事項については、別記のとおりとする。 

（疑義等の決定） 

第１３条 この契約に定めのない事項については、群馬県病院局財務規程（平成１５年群馬県病院管

理規程第５号）の定めるところによるもとし、なお疑義があるときは、甲と乙とが協議して

定めるものとする。 

  

 上記契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を保有する

ものとする。 

 

  令和８年４月１日 

 

              甲 住所  伊勢崎市国定町二丁目２３７４ 

                氏名  群馬県立精神医療センター 院長 赤田 卓志朗 

 

              乙  住所   

                                 氏名     



別 記 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利

益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（取得の制限） 

第３ 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、事務の目的を明確にする

とともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければなら

ない。 

（利用及び提供の制限） 

第４ 乙は、甲の指示があるときを除き、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を契約

の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（適正管理） 

第５ 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その

他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（作業場所の特定等） 

第６ 乙は、群馬県立精神医療センターにおいて、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなけれ

ばならない。 

２ 乙は甲が承諾したときを除き、前項の作業場所から、この契約による事務を処理するため、甲から提

供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならな

い。 

３ 乙が個人番号利用事務等（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第１０条第１項）の委託を受けている場合におい

ては、乙は、特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報（番号法第２条第８項）。以下同じ。）

を取り扱うことができる従事者及びその権限をあらかじめ明確に定めた上で、甲に書面により報告する

ものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、

甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第８ 乙は、書面による甲の許諾を得たときを除き、この契約による個人情報取扱事務について、第三者

にその処理を委託（委託先が乙の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規

定する子会社をいう。）である場合も含む。）してはならない。 

２ 乙は、甲の許諾により、第三者にこの契約による個人情報取扱事務を再委託する場合には、甲が乙に

対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものとする。 

３ 前項の場合、乙は、再委託の相手方がこの契約に基づく一切の義務を遵守するよう監督するとともに、

乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに

関する責任を負うものとする。 

４ 乙は、甲の許諾により、第三者にこの契約による個人情報取扱事務を再委託する場合には、乙及び当

該第三者がこの特記事項を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、当該第三者と



約定しなければならない。 

５ 前４項の規定は、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 

（資料等の返還等） 

第９ 乙は、甲が別に指示したときを除き、この契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又

は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後、直ちに甲に返

還し、又は引き渡すものとする。 

  なお、法令等の規定により、保存期間が定められているものについては、当該保存期間終了後、直ち

に甲に返還し、又は引き渡すものとする。 

２ 乙は、甲の指示により個人情報が記録された資料等を削除又は廃棄する場合には、資料の溶解等復元

できない手段で確実に廃棄等するとともに、廃棄等したことについて遅滞なく甲に書面により報告する

ものとする。 

（従事者への周知及び監督等） 

第１０ 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に

関して知ることができた個人情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、

これに違反した場合は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）により罰則（個人番

号利用事務等の委託を受けている場合においては、さらに番号法第９章に定める罰則）が適用される場

合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、この契約による事務を処

理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなくてはなら

ない。 

２ 乙が個人番号利用事務等の委託を受けている場合においては、乙は前項に加え、番号法・ガイドライ

ン（特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）（平成２６年

特定個人情報保護委員会告示第６号））その他の規定により義務づけられている安全管理措置を図るため、

従事者に対する監督・教育を行わなければならない。 

（派遣労働者の利用時の措置） 

第１１ 乙は、この契約による事務を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に、秘密保持義務

等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第１０条

に準ずるものとする。 

２ 乙は、派遣労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、派遣労働者によ

る個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。 

（立入調査等） 

第１２ 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、作業の管理体

制及び実施体制並びに個人情報の管理及び再委託先の監督の状況について随時調査し、又は定期的な報

告を求めることができる。 

２ 乙が個人番号利用事務等の委託を受けている場合においては、乙は、特定個人情報の取扱い状況につ

いて管理台帳を作成し、この特記事項の遵守状況とともに、少なくとも半年に一度、甲に報告しなけれ

ばならない。 

（事故報告） 

第１３ 乙は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい、滅失及びき損等個人情報の適正な管理に

反する事故・事件が発生した場合は、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、書面

により甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 

（契約の解除） 

第１４ 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、本件委託業務の全部又は一部を解除

することができるものとする。 

２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求



めることはできない。 

（損害賠償） 

第１５ 乙がこの特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、乙

は、甲にその損害を賠償しなければならない。 
 


